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TEL 022 356 2424 FAX 022 356 5066

〒981 01１１ 利府町加瀬字東後山１９－１

株式
会社 利府衛生

一般廃棄物処理・産業廃棄物収集運搬
し尿処理・浄化槽維持管理・清掃業務

利府町青葉台２丁目２－１０８

仙塩利府病院
医療法人寶樹会

人と地域と健やかな毎日を結びます

◆診療科 整形外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、内科、眼科、

形成外科、皮膚科、放射線科、麻酔科（医師 鈴木寛寿）

◆
杉
村
惇
作
品
展

存
在
と
空
間
の
伝
説
～
季
節
の
韻
律
～

　
向
日
葵
や
柘
榴
、
紅
葉
し
た
風
景
な
ど
季
節

あ
ふ
れ
る
ス
ケ
ッ
チ
と
油
彩
画
を
展
示
。

●
と
　
き

　
11
月
19
日
㈯
～
令
和
５
年
１
月
15
日
㈰

　
（
月
曜
、
祝
日
の
翌
日
、
年
末
年
始
休
館
）

　
午
前
10
時
～
午
後
５
時

●
と
こ
ろ 

　
塩
竈
市
杉
村
惇
美
術
館

●
入
場
料 

　
一
般
5
0
0
円
、大
学
生
・
高
校
生
4
0
0
円
、

中
学
生
以
下
無
料

問　
塩
竈
市
杉
村
惇
美
術
館☎3

6
2-
2
5
5
5

く
ら
し

◆
宮
城
県
最
低
賃
金
の
改
正
に
つ
い
て

　
宮
城
県
内
の
事
業
所
で
働
く
す
べ
て
の
労
働

者（
臨
時
、
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
等
を
含
む
）

に
適
用
さ
れ
る
宮
城
県
最
低
賃
金
は
次
の
と
お

り
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

●
時
間
額

　
８
８
３
円

●
効
力
発
生
日

　
令
和
４
年
10
月
１
日

問　
宮
城
労
働
局
賃
金
室☎

2
9
9-

8
8
4
1

◆
被
災
者
の
安
定
的
な
雇
用
の
創
出
を

支
援
し
ま
す

県
で
は
、
東
日
本
大
震
災
で
被
災
し
た
方
を
雇

用
す
る
県
内
沿
岸
部
の
中
小
企
業
者
を
対
象
と

し
て
、「
宮
城
県
事
業
復
興
型
雇
用
創
出
助
成

金
」を
支
給
し
、
雇
入
れ
の
支
援
を
行
っ
て
い

ま
す
。

●
助
成
金
額

　
労
働
者
1
人
当
た
り
3
年
間
で
最
大
1
2
0
万
円

（
1
事
業
所
当
た
り
総
額
2
千
万
円
が
上
限
）

●
受
付
期
間 

　
12
月
9
日
㈮
か
ら
令
和
5
年
1
月
18
日
㈬
ま
で

※
申
請
に
は
一
定
の
要
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、

詳
し
く
は
県
雇
用
対
策
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

（https://w
w

w
.pref.m

iyagi.jp/
soshiki/koyou/jyosei-top.htm

l

）

問　
宮
城
県
雇
用
対
策
課☎

7
9
7-

4
6
6
1

◆
消
費
税
の

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
関
す
る
説
明
会

　
税
務
署
で
は
、
事
業
者
の
方
を
対
象
に「
消

費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会
」を
開
催
し

ま
す
。
ま
た
、
説
明
会
の
開
催
後
、
希
望
者
を
対

象
に
、
登
録
申
請
手
続
き
の
サ
ポ
ー
ト
を
行
う

「
登
録
申
請
相
談
会
」を
行
い
ま
す
。

　
説
明
会
は
、
事
前
予
約
制
に
よ
り
、
各
回
と

も
定
員（
15
名
）に
な
り
次
第
、
受
付
を
終
了

し
ま
す
。

●
と
　
き

　
12
月
21
日
㈬

①【
主
に
消
費
税
の
免
税
事
業
者
の
方
向
け
】

　
午
前
10
時
～

②【
主
に
消
費
税
の
課
税
事
業
者
の
方
向
け
】

　
午
後
1
時
30
分
～

※
申
込
期
限
は
、
12
月
16
日
㈮
ま
で
と
な
り

ま
す
。

※
説
明
会
は
、1
時
間
程
度
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

●
と
こ
ろ

　
塩
釜
税
務
署　

3
階
会
議
室

① 

・
問  

塩
釜
税
務
署  

個
人
課
税
第
一
部
門

☎
3
6
2-

2
1
5
2

② 

・
問  

塩
釜
税
務
署  
法
人
課
税
第
一
部
門

☎
3
6
2-

2
1
5
3

も
よ
お
し

◆
自
衛
官
等
採
用
説
明
会

（
個
別
説
明
、
出
入
自
由
）

●
12
月
3
日
㈯
午
後
1
時
～
午
後
4
時 

　
・
多
賀
城
市
中
央
公
民
館　
第
1
会
議
室

（
多
賀
城
市
中
央
2
丁
目
27-

1
）

●
12
月
10
日
㈯
午
後
1
時
～
午
後
4
時 

　
・
ふ
れ
あ
い
エ
ス
プ
塩
竈　
学
習
室

（
塩
竈
市
東
玉
川
町
9-

1
）

　
・
七
ヶ
浜
町
中
央
公
民
館

　
　
　
　
　
（
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
）2
階

　
　
　
　
　
　
　
　
第
1
、
2
研
修
室

（
七
ヶ
浜
町
吉
田
浜
野
山
5-

9
）

●
12
月
11
日
㈰
午
後
1
時
～
午
後
4
時 

　
町
民
交
流
館（
ペ
ア・
パ
ル
利
府
）研
修
室
1

（
利
府
町
利
府
字
新
並
松
4
）

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、

延
期
ま
た
は
中
止
と
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す

の
で
、
詳
し
く
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
仙
台
駅
東
口
案
内
所（
桜
井
ビ
ル
4
階
駐
車
場

無
し
）で
は
、
ご
要
望
に
よ
り
随
時
説
明
会
を

行
い
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　
自
衛
隊
宮
城
地
方
協
力
本
部

仙
台
募
集
案
内
所
　
戸
島
・
粕
田

☎
2
8
4-

5
0
0
1
/5
0
1
8

みんなの
広場

Information
インフォメーション
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◎
も
よ
お
し
等
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
中
止
や
延
期
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ぼ
し
ゅ
う

◆
聴
講
希
望
者
を
募
集
し
ま
す

　
会
員
2
名
が
歴
史
に
関
す
る
個
人
研
究
を

発
表
し
ま
す
。
つ
い
て
は
聴
講
希
望
者
30
名
を

12
月
1
日
よ
り
先
着
で
募
集
し
ま
す
。

●
発
表
内
容

　
①「
日
本
オ
オ
カ
ミ
が
滅
ん
だ
日
」（
仮
題
）

　
②「
侍
た
ち
の
北
海
道
開
拓

　

 　
－
伊
達
武
士
団
の
誇
り
を
懸
け
て
－」（
仮
題
）

●
と
　
き

　
12
月
19
日
㈪  

午
後
1
時
20
分
～
午
後
3
時
50
分

●
と
こ
ろ

　
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー「
リ
フ
ノ
ス
」

2
階
研
修
室
2
～
4

●
聴
講
料　
2
0
0
円（
資
料
代
と
し
て
）

 

・
問 　
利
府
町
郷
土
史
会
　
事
務
局
・
遠
藤

0
9
0-

1
0
6
3-

7
8
8
7

◆
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
宮
城

   

令
和
５
年
２
月
入
所
受
講
者
募
集
の
ご
案
内

　
公
共
職
業
訓
練
≪
ハ
ロ
ー
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
～

急
が
ば
学
べ
～
≫
と
題
し
、
ポ
リ
テ
ク
セ
ン

タ
ー
宮
城
で
は
、
早
期
再
就
職
に
向
け
た
職
業

訓
練
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

●
募
集
科
名（
定
員
）

　
電
気
設
備
技
術
科（
５
名
）

（
企
業
実
習
付
き
コ
ー
ス
）

●
訓
練
期
間

　
令
和
５
年
２
月
２
日（
木
）～
７
月
５
日（
水
）

●
募
集
期
間

　
12
月
２
日（
金
）～
令
和
５
年
１
月
６
日（
金
）

●
受
講
料

　
無
料（
テ
キ
ス
ト
代
等
自
己
負
担
が
あ
り
ま
す
）

●
会
場　
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
宮
城

問　
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
宮
城
　
訓
練
第
一
課

☎
3
6
2-

2
4
5
4

◆
個
人
事
業
者
の
皆
様
向
け

　
「
決
算
の
し
か
た
」の
説
明
動
画
掲
載

  
お
よ
び
令
和
4
年
分
確
定
申
告
に
つ
い
て

①
個
人
事
業
者
の
皆
様
向
け
に
、
決
算
の
方
法・

注
意
点
等
を
説
明
す
る
動
画「
決
算
の
し
か
た

（
青
色
申
告
編
・
白
色
申
告
編
・
農
業
所
得
編
）」

を
Y
o
u
T
u
b
e
国
税
庁
動
画
チ
ャ
ン
ネ
ル

に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
是
非
ご
覧
く
だ

さ
い
。

②
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
の
観
点

か
ら
、
令
和
4
年
分
確
定
申
告
書
は
、
ご

自
宅
か
ら
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
を
利
用
し
た

e

-

T
a
x
で
作
成
し
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
な
お
、
申
告
書
作
成
会
場
で
も
、
ご
自
身

で
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
を
操
作
し
て
申
告
書
等

を
作
成
し
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、ご
理
解・

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問　
塩
釜
税
務
署 

個
人
課
税
第
一
部
門

☎
3
6
2-

2
1
5
1（
内
線
42
）

※
音
声
案
内
で
2
番
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
交
通
事
故
の
損
害
賠
償
問
題
で

お
困
り
の
方
へ

　
自
動
車
事
故
の
被
害
に
あ
わ
れ
、
示
談
を

め
ぐ
る
損
害
賠
償
問
題
の
紛
争
解
決
を
弁
護
士

が「
中
立
・
公
正
」な
立
場
で
、
当
事
者
間
の

紛
争
解
決
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。
被
害
者

ご
本
人
に
損
害
賠
償
問
題
の
法
律
知
識
が

な
く
て
も
、
交
渉
に
不
慣
れ
で
も
安
心
で
す
。

　
弁
護
士
費
用
は
無
料
で
す
。
ま
ず
は
、
電
話

で
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。
予
約
日
に
当
セ
ン

タ
ー
へ
お
越
し
い
た
だ
い
て
の
相
談
と
な
り

ま
す
。

問　
公
益
財
団
法
人

　
交
通
事
故
紛
争
処
理
セ
ン
タ
ー
仙
台
支
部

☎
2
6
3-

7
2
3
1

  （
仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
4-

6-

1

　
仙
台
第
一
生
命
タ
ワ
ー
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
11
階
）

消
防
か
ら
の
お
知
ら
せ
　

◆
防
火
標
語
募
集

　
消
防
本
部
で
は
毎
年
住
民
の
皆
様
か
ら
防

火
標
語
を
募
集
し
て
お
り
ま
す
。

　

皆
様
の「
防
火
」に
対
す
る
日
頃
の
思
い
を

標
語
に
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

●
募
集
期
間

　
12
月
12
日
㈪
～
令
和
5
年
1
月
12
日
㈭
必
着

●
応
募
資
格

　

塩
釜
地
区
消
防
事
務
組
合
管
内（
塩
竈
市
・

多
賀
城
市
・
松
島
町
・
七
ヶ
浜
町
・
利
府
町
）に

居
住
ま
た
は
勤
務
・
通
学
す
る
方
。

・
一
般
の
部　
　
（
中
学
生
以
上
）

・
小
学
生
の
部　
（
小
学
４
年
生
以
上
）

●
応
募
方
法

　
家
庭
、
地
域
ま
た
は
職
場
に
お
け
る「
防
火
」

を
テ
ー
マ
と
し
た
も
の
で
、
未
発
表
か
つ
他

の
コ
ン
ク
ー
ル
に
出
品
し
て
い
な
い
も
の
に
限

り
ま
す
。
応
募
作
品
は
1
人
1
点
と
し
、
官

製
は
が
き
に
標
語
、
住
所
、
氏
名（
フ
リ
ガ
ナ
）、

 

10
月
の
事
故
火
災【
町
内
】

◎
交
通
事
故　
　
　
　
　
7
件 （
86
件
）

　
前
年
度
同
期　
　
　
　
11
件 （
83
件
）

◎
火
災　
　
　
　
　
　
　
0
件 （
9
件
）

　
前
年
度
同
期　
　
　
　
0
件 （
4
件
）

　
　
　
　
（　
）内
は
1
月
か
ら
の
累
計

年
齢
、
職
業
お
よ
び
電
話
番
号
を
明
記
し
、

ご
応
募
下
さ
い
。

●
入
選
発
表
に
つ
い
て

　
令
和
5
年
2
月
上
旬
に
審
査
会
を
行
い
、
入

選
者
に
は
直
接
通
知
い
た
し
ま
す
。

（
令
和
5
年
2
月
下
旬
に
表
彰
式
を
行
う
予
定

で
す
。）

※
詳
し
く
は
、
当
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

問
　
塩
釜
地
区
消
防
事
務
組
合
消
防
本
部

　
　
予
防
課
指
導
係
　
☎
3
6
1-

1
6
1
7

◆
住
宅
用
火
災
警
報
器
の

　
　
設
置
・
点
検
を
お
願
い
し
ま
す

問
　
利
府
消
防
署　
　

☎
3
5
6-

2
2
5
1

フィーチャーフォン パソコン・
スマートフォン

　町では、町民の皆さまに必要な
情報を迅速に配信するため、LINE、
メールを活用した情報発信を実施
しています。まだ登録がお済みで
ない方は、ぜひ登録をお願いします。

利府町LINE・
メール配信サービスの
ご登録をお願いします！

メールの方

LINEの方
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